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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月２９日 ００時２５分ごろ 

発生場所 福井県おおい町 鋸
のこぎり

埼北東方沖 

 鋸埼灯台から真方位０３６°３.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３５.６′ 東経１３５°４２.１′） 

事故の概要  遊漁船心共
しんきょう

丸は、南南西進中、また、プレジャーボート犬飼
いぬかい

号

は、錨泊中、両船が衝突した。 

 犬飼号は、船長及び同乗者が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生

じ、また、心共丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 心共丸、１３トン 

   ＦＫ２－２２６７（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.３６ｍ×３.９３ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４９６.４５kＷ、平成１１年７月２日 

   第２９２－４４１６３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 犬飼号、２.６トン 

   ２５３－３４００２福井、個人所有 

   ６.４５ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６kＷ、平成２８年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年５月９日 

    免許証交付日 平成２９年９月１５日 

           （令和４年１２月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年４月１２日 

    免許証交付日 平成３０年３月２日 

           （令和５年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口、船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ、鋸埼北

北東方沖１２Ｍ付近で釣りを行っていたところ、船首から投入してい

たパラシュート型シーアンカー（以下「本件アンカー」という。）に

釣り客２人の仕掛け約３０個が絡んだので、令和元年７月２８日２３

時３０分ごろ本件アンカーを前部甲板に引き上げ、係留場所である福

井県小
お

浜
ばま

市小浜港に向けて帰航することとした。 

 船長Ａは、釣り客が本件アンカーから仕掛けを取り外すことができ

るよう、前部マストの作業灯１個、前部甲板上部に吊り下げられた作

業灯１個及び操舵室前部の作業灯１個を点灯した状態で、２３時４５

分ごろ帰航を開始した。（写真１～４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 
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 Ａ船は、操舵室の窓及び出入口の扉を開けた状態で、船長Ａが操舵

室で立って自動操舵で操船に当たり、４Ｍレンジとしたレーダーを作

動させ、約１１ノットの対地速力で南南西進中、船首方に赤色の点滅

する明かりを認め、とっさに左舵を取ったものの、７月２９日００時

２５分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、親族１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、鋸埼北東方沖３.４Ｍ付近で機関を停止し、船首を西方

に向けて錨泊し、白色全周灯を消して操舵室上部に赤色に点滅する誘

導灯を設置して点灯し、釣りを開始した。（写真５及び６参照） 

 

 

 

 

 

 

写真２ 点灯していた作業灯 

写真３ 本件アンカー 写真４ 仕掛け 
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 船長Ｂは、同乗者と後部甲板の右舷側で釣りを行っていたところ、

右舷船尾方１Ｍ付近に、Ｂ船に向けて航行するＡ船の作業灯及び両舷

灯を認めたが、これまで錨泊して釣りを行っている時、いつも航行中

の他船がＢ船を避けていたので、Ａ船がいずれＢ船を避けると思い、

釣りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が約３００ｍに接近しても針路を変えないので不審

に思い、約１００ｍに接近した頃、同乗者と共にＡ船に向けて大声を

出して両手を振ったものの、Ａ船にＢ船を避ける気配がなかったの

で、船体中央部右舷側にしゃがみ、同乗者が前部甲板に移動した後、

Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 Ａ船は、釣り客が海上保安庁に本事故の発生を通報し、船長Ｂ及び

同乗者をＡ船に移乗させ、Ｂ船をえい
．．

航して小浜港へ向かっていたと

ころ、小浜港沖に到着した海上保安庁の巡視艇に船長Ｂ及び同乗者を

移乗させ、Ｂ船のえい
．．

航を引き継ぎ、小浜港に帰港した。 

 船長Ｂ及び同乗者は、小浜港に到着後、救急車で病院に搬送され、

共に頸
けい

椎捻挫、腰椎捻挫等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、前部甲板の作業灯が操舵室前面の窓に反射し、前方が見

えにくいと感じていたものの、船首方に他船がいれば目視又はレーダ

ーで気付くことができると思っていた。 

 Ａ船の釣り客は、全員救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、Ｂ船に携帯用エアホーンを備えていたが、Ａ船の機関音

で聞こえないと思ったので、携帯用エアホーンを使用しなかった。 

 Ｂ船は、錨泊中であることを示す白色全周灯を表示する必要があっ

たが、船長Ｂは、このことを知らなかった。 

 船長Ｂは、赤色に点滅する誘導灯を点灯した方が、他船が自船の存

在に気付いてくれると思っていた。 

 船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

写真５ Ｂ船 写真６ 誘導灯 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、鋸埼北東方沖を南南西進中、船長Ａが、船首方に他船がい

れば目視又はレーダーで気付くことができると思い、前部甲板の作業

灯を点灯した状態で航行したことから、船首方で錨泊しているＢ船に

気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、釣り客が本件アンカーから仕掛けを取り外すことができ

るよう、前部甲板の作業灯を点灯した状態で航行したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、鋸埼北東方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ａ船を認めた際、これ

まで錨泊して釣りを行っている時、いつも航行中の他船がＢ船を避け

ていたので、Ａ船がいずれＢ船を避けると思い、釣りを続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、錨泊中であることを示す白色全周灯を表示する必要があっ

た。 

原因  本事故は、夜間、鋸埼北東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船

が錨泊中、船長Ａが、船首方に他船がいれば目視又はレーダーで気付

くことができると思い、前部甲板の作業灯を点灯した状態で航行し、

また、船長Ｂが、航行中のＡ船が錨泊中のＢ船を避けると思い、釣り

を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、見張りの支障となる作業灯は消灯すること。 

 ・レーダーは、適宜レンジを切り替えるなど調整し、他船の早期発

見に努めること。 

 ・錨泊中に接近する他船を認めた場合は、他船が避けてくれると思

い込まず、余裕がある時機に錨索を解放して移動するなど、衝突

を避けるための措置を講じるとともに、有効な音響信号により注

意喚起を行うこと。 

 ・法定の灯火を表示すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

鋸埼灯台 

Ａ船 

Ｂ船（錨泊中） 

事故発生場所 

（令和元年７月２９日 ００時２５分ごろ発生） 

福井県 京都府 

琵琶湖 

小浜港 
福井県おおい町 

福井県小浜市 


